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認定申請の流れ 

１．確認の特例を受ける場合 
 

 

 

 

 

 

 

事前協議 
 

※認定申請の 

35 日以上前まで 

 

 

 

 
 

バリアフリー法

認定申請書(正・副) 

 

 

建築基準法 

確認申請書(正・副) 

 

 

認定手数料 
(神戸市手数料条例

第2条第132号の3) 

 

 
※同時提出 

 

確認の特例

の申出 

(法§17-4) 

(建築安全課) 
 

 

 

 

認定 O.K 

 

＜確認申請＞を 

＜計画通知＞に 

(法§17-5) 

※通知者は 

「所管行政庁」 

 

 
認定通知書交付

認定番号 

 

 

 

 

 

 

 

 
計画通知○正 ○副 

 
 

都計・計画 

(事前届出) 

↓ 

都計・計画 

(計通の受付) 

↓ 
安全・安全 

17 
(建基法審査) 

※ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ法は免除 

↓  

消防同意 

↓  

建築主事

(確認) 

認定通知書 交 付 
・認定申請○副 

・確認申請○副 
・認定通知書 

・認定申請○副 

・確認申請○副 

 
※確認済証は渡らない 

(法§17-4、17-7) 

確認番号を付記 

・認定申請○正 ○副 

・確認申請○副 

※認定申請○正 保管 

※計通のあたま、

確認済証の保管 

適合通知

交 付 

↓ 

調整・事務 

(適合通知交付) 
※正本保管 

認定申請事務処理フロー 

受付(法§17-3） 

認定申請○正 ○副 

確認申請○正 ○副 

同時受付 

認定基準審査 

＜建築物移動等 

円滑化誘導基準＞ 

(省令§1～18) 

＜資 金 計 画＞ 

建築安全課 
計画認定の

事前届出書 

建築主事 所管行政庁 

神 戸 市 
申 請 者 

（建築主等） 

構造計算適合性

判定の結果を記

載した通知書

(写) 
※法6条の3第1項

の審査を要する場

合 

構造計算適合性 

判定機関 

構造計算適合

性判定の申請 

※法6条の3第1項の

審査を要する場合 

 


